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　身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、
または精神障害者保健福祉手帳を所持している
方で、一定の要件に該当し、期限までに申請を
した方は、軽自動車税の減免を受けることがで
きます。

▼対象となる軽自動車
　主に障害者の移動手段として継続的に使用し
ている次の軽自動車などが対象です。また、減
免できる台数は障害者１人に対して１台（普通
自動車含む）までで、運転者が重複しない場合
に限ります。
○ 障害者またはその家族で生計を一にする方が
所有する軽自動車など
○ 障害者のみの世帯の方が所有するもので、そ

の方を常時介護する方が運転する軽自動車な
ど
▼注意事項
○ 軽自動車税の減免を受けると、自動車税（県
税）の減免は受けられません。また、豊岡市
障害者福祉タクシー利用料金助成事業および
外出支援サービス事業も利用できなくなりま
す。
○ 療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所
持している方自身が運転する場合は、減免は
ありません。
○ 一定の要件や減免申請の方法は、問い合わせ
てください。
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問
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軽自動車税の減免（障害者） 《申込み・問合せ》税務課☎21-9045
　　　　　　　　　または各振興局市民福祉課
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期限　５月31日（金）

クローズアップ豊岡
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　地震・津波や武力攻撃などの災害時に、全国
瞬時警報システム（Ｊアラート）（注）から送ら
れてくる国の緊急情報を、確実に皆さんに伝え
るため、情報伝達の訓練放送を実施します。
　各家庭などの戸別受信機と屋外拡声器から、
最大音量で右記の内容が一斉に放送されます。
　緊急時の正常動作を確認するために行うもの
です。ご理解とご協力をお願いします。

（ 注）Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃な
どの緊急情報を、国から市区町村へ、人工衛
星などを通じて瞬時に伝えるシステムです。

【注意】
　今回の訓練放送
は、全国一斉に実
施されるものです。
気象・地震活動の
状況などで、訓練
放送を中止するこ
とがあります。

Ｊアラートの訓練放送を実施 《問合せ》防災課☎23-1111

日時　５月15日（水） 午前11時
場所　豊岡市全域  （上り４音チャイム）

 「これは、Ｊアラートのテストです」×３回
 「こちらは、防災豊岡市です」
 （下り４音チャイム）

放送内容

　常設展示をリニューアルし、家族でも楽しめる、親しみやすい展示に変更しました。豊岡の古代
から近現代までのくらしの様子を、絵本のようなパネルで紹介します。また、小学生向けの体験学
習も豊富に準備しております。大型連休は、ぜひ、市立歴史博物館にお越しください。

《問合せ》市立歴史博物館☎42-6111（水曜日休館）

４.26 金 ＯＰＥＮ！リニューアル
市立歴史博物館「但馬国府・国分寺館」

　家紋があしらわれた大
名家の資料と、その歴史
を紹介します。

企画展「Come on！ 家紋world」
４月26日（金）～９月３日（火）

　化粧にまつわる品々か
ら、日本の化粧の歴史を
紹介します。

ミニ企画展「よそおう」
４月26日（金）～７月16日（火）

明治時代の豊岡の町並み（イメージ）
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